
申込専用FAX 03-5436-5080  

●申込方法 

1．申込書が届き次第、請求書・聴講券・会場案内図をお送りいたします。 

2．お申し込み後はキャンセルできません。 

  受講料は返金いたしませんので、ご都合の悪い場合は代理の方がご出席ください。 

 

3．申込み人数が開催人数に満たない場合等、状況により中止させて頂くことがございます。 

4．定員になり次第，申込みは締切となります 

会社名  事業所・事業部 

 

住所 

〒 

TEL  FAX  

 所属部課 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） E-mail   

受講者1    

受講者2    

今後ご希望しない案内方法に×印をしてください（現在案内が届いている方も再度ご指示ください） 

〔 郵送(宅配便) ・ FAX ・ e-mail 〕 

個人情報の利用目的 

 ・セミナーの受付、事務処理、アフターサービスのため     ・今後の新商品、新サービスに関するご案内のため 

 ・セミナー開催、運営のため講師へもお知らせいたします 

講師紹介割引申込書 

「アセアン知財」セミナー   No.３０８１０２   ８／１７ 

・講師からの紹介として､聴講料を２割引きいたします。 

・2名同時申し込み割引との併用はできませんのでご了承ください。 

・当社（技術情報協会）への直接のお申込みに限り、割引を適用いたします。 

 （tech-seminarなどのポータルサイトへの申し込みは適用外です） 

・申込書に必要事項をご記入の上、FAX（03-5436-5080）にてお申込みください。 
●日   時：2023年8月17日(木) 10:30～15:30 

●会   場：Zoomを使用したLive配信セミナーです。 

      勤務先やご自宅のパソコンでご視聴ください。 〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度（アカデミック価格）があります。〕 

●聴講料：1名につき 55,000円（消費税込、資料付） 

    〔1社2名以上同時申込の場合のみ１名につき49,500円（税込）〕 

★ 東南アジアの知財概況・統計情報、知財情報を効率良い収集、模倣品の現状！ 
★ 日本の知財制度との違い、アセアン主要国の知財トピック、権利保護、権利行使のポイント！ 

 

                                                                                                                             

セミナー№３０８１０２ 

 

●講 師：秋山国際特許商標事務所 弁理士、知的財産アナリスト、 
元ジェトロ・バンコク事務所  石川 勇介 氏 

                 

【講演主旨】  
 アセアン諸国は東南アジア１０カ国からなる経済等の地域協力機構ですが、国ごとに知財制度が異なり、また法体系も異なって
います。いずれの国でも知的財産の重要性は高まっていると言えますが、経済や法整備の発展度合の差が大きく、一括りにする
ことは難しいです。今回は、ジェトロ・バンコク駐在時代に得られた東南アジアの知財制度に関する情報、また実務や現地代理
人・知財当局を通じて得られた東南アジアの知財情報をお伝えし、皆様の東南アジアにおける知財の保護・活用、そして進出に
あたって役立つ情報を提供したいと思います。 
 ジェトロ・バンコク駐在中に東南アジア１０カ国全てを訪問した経験も踏まえて、現地の情報についても触れたいと思います。 

１．東南アジアの知財情報を効率良く収集するには 
 ・知財情報を体系的に知る 
 ・権利化事例を調べる 
 
２．東南アジアの知財概況・統計情報 
 ・特許・意匠・商標の出願状況、刑事摘発、 
  刑事・民事訴訟、税関差止めの件数など 
 
３．東南アジアの模倣品の現状 
 ・知財保護と言えば「模倣品対策」 
 ・税関差止の法整備状況（水際で差し止めるには。） 
 ・国内流入後には国ごとに「適切な執行機関」を利用する 
 ・インターネット上の模倣品対策 
 
４．日本の知財制度との違い 
 ・職務発明制度（報酬額は？） 
 ・第１国出願義務（違反すれば刑事罰も。） 
 ・特許の共有の取扱い（インドネシアに注意。） 
 ・医薬用途発明の取り扱い 
 

５．各国の知財トピック 
 ・タイの知財の保護・留意点 
  （特許法の改正は難航。商標の法整備は柔軟に対応。） 
 ・ベトナムの知財の保護・留意点 
   （アセアン内で経済好調。知財法改正あり。） 
 ・インドネシアの知財の保護・留意点 
   （柔軟に法整備に対応。商標の冒認出願に注意。） 
 ・ミャンマーの知財状況 
   （商標法の施行開始。商標の冒認出願に注意。） 
 ・カンボジア、ラオスの知財の保護・留意点 
   （特許はＣＰＧで早期権利化を。） 
 ・シンガポール、マレーシア、フィリピン 
 
６．権利保護、権利行使にあたって 
 ・模倣品・海賊版対策が中心となる 
 ・冒認商標登録される前に商標出願を 
 ・実用新案制度の活用（新規性あれば登録・権利行使できる。） 
 ・翻訳の質の問題、代理人のコンフリクトに留意 
 ・判例紹介 
 ・具体的な相談事例 
 
７．まとめ 

※当日は演題の順番が前後することがあります。 

アセアン(ASEAN)諸国の 
知財制度とその活用術、進出のための留意点                                                                                                                             

＜経歴＞ 2006年 大手医療機器メーカー 研究・開発部門勤務 
  2012年 秋山国際特許商標事務所入所 
  2012年 弁理士登録 
  2016年 弁理士会を通じて日本貿易振興機構（ジェトロ）に出向 
  2016年 ジェトロ・バンコク事務所に駐在 
  2018年 秋山国際特許商標事務所に帰任 


